
上田市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

令和２年３月３０日

告示第８８号

（趣旨）

第１条 この告示は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第

１１５条の４５第１項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業（以下「総合事業」

という。）の実施に関し、法、介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号。以下

「令」という。）及び介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号。以下「省令」

という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条 この告示で使用する用語は、法、令、省令、介護予防・日常生活支援総合事業の

適切かつ有効な実施を図るための指針（平成２７年厚生労働省告示第１９６号。「以下

「国指針」という。）及び地域支援事業実施要綱（平成１８年６月９日老発第

０６０９００１号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙。以下

「国要綱」という。）で使用する用語の例による。

（事業内容等）

第３条 市長は、総合事業として、別表第１に定める事業を行う。

（総合事業の実施方法）

第４条 総合事業の実施方法は、法、令、省令、国指針並びに国要綱及びこの告示の定め

るところによる。

２ 総合事業のうち次に掲げる事業は、法第１１５条の４５の５の規定により市長が指定

する者（以下「指定事業者」という。）により実施する。

⑴ 訪問介護相当サービス事業

⑵ 訪問型サービスＡ事業

⑶ 通所介護相当サービス事業

⑷ 通所型サービスＡ事業

（指定事業者が実施するサービス事業に要する費用の額）

第５条 指定事業者が実施する訪問型サービス事業及び通所型サービス事業に要する費用

の額は、次の各号に掲げる総合事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところに

より算定した額とする。この場合において、１円未満の端数は切り捨てるものとする。

⑴ 訪問介護相当サービス事業 国要綱別添１の１に定める単位数に、１単位の単価（

１０円に、厚生労働大臣が定める１単位の単価（平成２７年厚生労働省告示第９３号。

以下「単価告示」という。）に定める市の地域区分における訪問介護の割合を乗じて

得た額）を乗じて得た額

⑵ 通所介護相当サービス事業 国要綱別添１の２に定める単位数に、１単位の単価（



１０円に、単価告示に定める市の地域区分における通所介護の割合を乗じて得た額）

を乗じて得た額

⑶ 訪問型サービスＡ事業及び通所型サービスＡ事業に要する費用の額は、別表第２に

定める額とする。

（第１号介護予防支援事業に要する費用の額）

第６条 介護予防ケアマネジメントＡ事業に要する費用の額は、次の各号に掲げる額とす

る。

⑴ 介護予防ケアマネジメントＡ事業（１月につき） ４，３１０円

⑵ 初回加算 ３，０００円

２ 介護予防ケアマネジメントＣ事業に要する費用の額は、次に掲げる額とする。

⑴ 介護予防ケアマネジメントＣ事業（１回につき） ４，３１０円

３ 介護予防ケアマネジメントＢ事業に要する費用の額は、市長が別に定める。

（利用者の負担）

第７条 総合事業の利用者は、第５条に規定する額の１００分の１０（法第５９条の２第１

項の規定が適用される場合にあっては１００分の２０、同条第２項の規定が適用される場

合にあっては１００分の３０）に相当する額を負担するものとする。

２ 総合事業の実施の際に、食費や原材料費等の実費が生じたときは、当該実費は利用者

の負担とする。

３ 第１項の費用及び前項の実費は、利用者が総合事業を実施する事業所に直接納付する

ものとする。

（支給限度額）

第８条 支給限度額の算定は法第５５条の規定の例によるものとし、支給限度額は別表第

３のとおりとする。

２ 総合事業の利用者が法第５２条に規定する予防給付を利用している場合は、総合事業

及び予防給付の限度額を一体的に算定するものとする。

（高額介護予防サービス費等相当事業）

第９条 市長は、国要綱別記１第２の１の⑴のアの（コ）及び（サ）に規定する高額介護

予防サービス費相当事業及び高額医療合算介護予防サービス費相当事業（以下「高額介

護予防サービス費等相当事業」という。）を行うものとする。

２ 前項に掲げる高額介護予防サービス費等相当事業における支給要件、支給額その他高

額介護予防サービス費等相当事業に関して必要な事項は、令第２９条の２及び第２９条

の３の規定を準用する。

（総合事業の利用料等）

第１０条 市長は、総合事業を国要綱別記１第２の１の⑴のアの（エ）①及び②の方法に

より実施するときは、市長が別に定めるところにより、居宅要支援被保険者等に対して



総合事業に要する費用の一部を負担させることができる。

（事業対象者の特定の有効期間）

第１１条 省令第１４０条の６２の４第２号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準（

平成２７年厚生労働省告示第１９７号）に定める様式第１（以下「基本チェックリスト」

という。）の質問項目の回答が様式第２に掲げるいずれかの基準に該当した者（以下「

事業対象者」という。）の特定の有効期間は、次の各号に掲げる期間を合算して得た期

間とする。

⑴ 基本チェックリストの実施によって事業対象者となった日から当該日が属する月の

末日までの期間

⑵ ２年間

２ 事業対象者が、基本チェックリストの実施によって事業対象者の基準に該当しなくなっ

た場合は、当該基本チェックリストの実施日の属する月の翌月１日から事業対象者の特

定を無効とする。

（補則）

第１２条 この告示に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、別に定め

る。

附 則

（施行期日）

１ この告示は、平成２９年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この告示の施行の日から平成３０年３月３１日までの間、地域における医療及び介護

の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律（平成２６年法律第８３

号）附則第１３条の規定により訪問型サービスに係る指定事業者の指定を受けたものと

みなされた者が行う当該訪問型サービスは訪問介護相当サービスに、同条の規定により

通所型サービスに係る指定事業者の指定を受けたものとみなされた者が行う当該通所型

サービスは通所介護相当サービスにそれぞれ含まれるものとする。

（施行期日）

３ この告示は、平成３０年８月１日から施行する。

（施行期日）

４ この告示は、令和元年１０月１日から施行する。

（施行期日）

５ この告示は、令和２年４月１日から施行する。



別表第１（第３条関係）

事業の種類 事業の内容 事業の対象者

訪問型

サービ

ス事業

（法第

１１５

の４５

第１項

第１号

イに定

める事

業）

訪問介護相当サービス事

業

要支援者又は事業対象者

（以下「要支援者等」とい

う。）の居宅において､訪問

介護員等による身体介護、

生活援助を行うサービス

要支援認定者

及び事業対象

者

訪問型サービスＡ事業 要支援者等の居宅におい

て、調理、掃除等の生活援

助等を行うサービス

訪問型サービスＢ事業 要支援者等の居宅におい

て、住民主体の自主活動と

して行う買物代行、調理、

布団干し等の生活援助等を

行うサービス

訪問型サービスＣ事業 日常生活動作等の改善、閉

じこもり等の防止を支援す

るために保健・医療の専門

職等が訪問し、必要な相談

指導等を短期集中して行う

サービス

訪問型サービスＤ事業 介護予防・生活支援サービ

ス事業と一体的に行われる

移動支援又は移送前後の生

活支援を行うサービス

通所型

サービ

ス事業

（法第

１１５

の４５

第１項

第１号

ロに定

める事

業）

通所介護相当サービス事

業

要支援者等に対して、通所

による生活機能向上及び身

体機能向上のための機能訓

練を行うサービス

通所型サービスＡ事業 高齢者の閉じこもり予防や

自立支援に資する通所によ

る運動・レクリエーション

等を行い運動機能向上や交

流を支援するサービス

通所型サービスＢ事業 要支援者等に対して、住民

主体による体操・運動等の

活動等を行う集いの場を提

供し、閉じこもり等の防止

を支援するサービス

通所型サービスＣ事業 日常生活機能を改善するた

めに保健・医療の専門職に

より、短期間で集中して機

能向上を図るサービス

その他の生活支援サービス事業

（法第１１５条の４５第１項第１

号ハに定める事業）

栄養改善を目的とした配

食、定期的な安否確認及び

緊急時の対応を行うサービ

ス



介護予防ケアマネジメントＡ・

Ｂ・Ｃ事業（法第１１５条の４５

第１項第１号二に定める事業）

訪問型サービス、通所型

サービス及びその他の生活

支援サービスのサービスが

適切に利用できるようケア

マネジメン卜を行う事業

一般介

護予防

事業

介護予防把握事業 閉じこもり等の何らかの支

援を要する者を把握し、介

護予防事業へつなげる事業

６５歳以上の

者及びその支

援のための活

動に関わる者

介護予防普及啓発事業 介護予防に資する基本的な

知識を普及啓発するための

パンフレット等の作成及び

配布、有識者等による講演

会等の開催並びに運動教室

等の介護予防教室を行う事

業

地域介護予防活動支援事

業

介護予防に関するボランテ

ィア等の人材を育成するた

めの研修、介護予防に資す

る地域活動組織の育成支援

及び社会参加活動を通じた

介護予防に資する地域活動

を行う事業

地域リハビリテーション

活動支援事業

リハビリテーション専門職

等が介護予防の取組を機能

強化するために、通所、訪

問、地域ケア会議、サービ

ス担当者会議、住民運営の

通いの場等へ助言等の支援

を行う事業

一般介護予防事業評価事

業

一般介護予防事業の事業評

価を行い、その評価結果に

基づき事業の実施方法等の

改善を図る事業

別表第２（第５条関係）

訪問型サービスＡ事業 １回利用につき １，６００円

通所型サービスＡ事業 １回利用につき ４，５００円

別表第３（第８条関係）

対象区分 支給限度額

事業対象者 １月につき ５０，３２０円。ただし、個々の利用者の状態

に応じて認められる場合は、連続する６月に限り、１月につ

き１０５，３１０円とする。

要支援１ １月につき５０，３２０円

要支援２ １月につき１０５，３１０円とする。


